
令和５年２月 

 

税制改正に伴う外形標準課税の改正について 

 

税制改正に伴い、資本金の額又は出資金の額が１億円超の普通法人に導入されている外形標準

課税について、以下のとおり改正されました。 

 

１ 外形標準課税法人の税率の改正（法人事業税・特別法人事業税） 

  令和４年４月１日以後に開始する事業年度より、外形標準課税対象法人について、法人事業

税所得割に係る軽減税率が廃止され、標準税率を１％とすることとされました。 

また、令和４年のガス導管部門の法的分離を契機に、ガス供給業に係る収入金額課税が見直

され、特定ガス供給業へ付加価値割及び資本割が組み入れられるとともに、導管ガス供給業及

び特定ガス供給業以外のものについては所得等課税事業に移行するなど、以下のとおり課税方

式が変更されました。 

（１）法人事業税 

 

 

（２） 地方法人特別税・特別法人事業税 

 

年400万以下の

所得

年400万超～800万

以下の所得

年800万超の所得

1.00%

－

　※令和４年４月１日以後に開始する事業年度から、ガス供給業のうち導管ガス供給業のみが対象

0.32%

収入割額 0.90% 1.00% 1.00% 0.48%

特定ガス供給業

付加価値割額 ― ― ― 0.77%

資本割額 ― ― ―

0.15%

収入割額 0.90% 1.00% 0.75% 0.75%

収入金額等課税事業
（小売電気事業等、

発電事業等又は

特定卸供給事業）

付加価値割額 ― ― 0.37% 0.37%

資本割額 ― ― 0.15%

収入金額課税事業
（送配電事業、

ガス供給業※、

保険業　等）

収入割額 0.90% 1.00% 1.00% 1.00%

1.20%

資本割額 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%

1.00% 1.00%

付加価値割額 1.20% 1.20% 1.20%

1.00%

軽
減
税
率

0.30% 0.40% 0.40%

0.50% 0.70% 0.70%

0.70%

　　所得等の区分
平成28年4月1日以後に

開始する事業年度

令和元年10月1日以後

に開始する事業年度

令和2年4月1日以後に

開始する事業年度

令和4年4月1日以後に

開始する事業年度

所得等課税事業

所得割額

軽減税率不適用法人の所
得

0.70% 1.00%

地方法人特別税

平成28年4月1日以後に

開始する事業年度

令和元年10月1日以後

に開始する事業年度

令和2年4月1日以後に

開始する事業年度

令和4年4月1日以後に

開始する事業年度

414.2%

43.2%

43.2% 30%

43.2% 62.5%

　※令和４年４月１日以後に開始する事業年度から、ガス供給業のうち導管ガス供給業のみが対象

所得等の区分＜課税標準＞

特別法人事業税

所得金課税事業

＜法人事業税所得割額＞

収入金額課税事業（送配電事業、ガス供給業※、保険業　等）

＜法人事業税収入割額＞

260%

30%

収入金額等課税事業

（小売電気事業等、発電事業等又は特定卸供給事業）
＜法人事業税収入割額＞

40%

30%
特定ガス供給業

＜法人事業税収入割額＞



 

２ 大法人の電子申告義務化 

外形法人等の大法人が行う法人県民税及び法人事業税の申告は、電子情報処理組織を使用す

る方法（eLTAX）により提出しなければならないこととされました。 

 

電子申告義務化対象となる法人が書面により申告した場合、不申告として取り扱われます。

また、義務化の対象となる申告書を紙で提出した場合は、県税事務所で受付を行った場合であ

っても当該申告書は無効となりますのでご注意ください。 

 

 

３ 付加価値割における賃上げ促進税制の導入（経過措置） 

  令和４年４月１日から令和６年３月３１日までの間に開始する事業年度について、以下

の要件を満たす場合には、法人事業税付加価値割の算定において控除対象雇用者給与等支

給増加額を控除することができます。 

 

（１） 要件 

継続雇用者給与等支給額－継続雇用者比較給与等支給額 

継続雇用者比較給与等支給額 

   

（注）事業年度終了時に資本金の額又は出資金の額が１０億円以上、かつ、常時使用する従業

員の数が１，０００人以上である法人については、上記の要件に加えて、従業員への還

元や、取引先への配慮を行うことを宣言していること（マルチステークホルダー方針の

公表）を要件とします。なお、申告書にマルチステークホルダー方針を公表しているこ

とについて経済産業大臣に届け出た旨を証する書類の写しの添付が必要となります。 

 

 以上の計算及び下記（２）の控除対象雇用者給与等支給増加額については、法人税の賃上げ促

進税制の計算の例によります。 

 

（２） 控除額 

控除対象雇用者給与等支給増加額（労働者派遣を行っている場合は、調整後の額） 

が控除額となります。 

既存の雇用安定控除の適用を受ける場合は、控除対象雇用者給与等支給増加額に雇用

安定控除調整率(※１)を乗じた金額が控除額となります。 

 (※１) 雇用安定控除調整率＝（報酬給与額－雇用安定控除額）／報酬給与額 

 

（３）留意事項 

  ・非課税事業若しくは収入金額課税事業、所得等課税事業、収入金額等課税事業又は特

定ガス供給業のうち２以上の事業を併せて行う法人の場合は、雇用者給与等支給額のう

ち所得等課税事業に係る額、収入金額等課税事業に係る額又は特定ガス供給業に係る額

対象法人

適用日

対象書類

　（１）事業年度開始の日において資本金の額又は出資金の額が１億円を超える法人
　（２）相互会社、投資法人、特定目的会社

　令和２年（２０２０年）４月１日以後に開始する事業年度分から適用

　確定申告書、中間（予定）申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及びこれらの
　申告書に添付すべきものとされている書類

≧３％（注） 



の割合によって、控除対象雇用者給与等支給増加額を按分して控除額を計算します。た

だし、この場合に、雇用者給与等支給額の区分計算が困難であるときは、従業者数按分

によって所得等課税事業に係る額、収入金額等課税事業に係る額又は特定ガス供給業に

係る額を算出して、控除額の計算を行います。 

   

 

４ 付加価値割における人材確保等促進税制の導入（経過措置） 

  令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの間に開始する事業年度について、以下

の要件を満たす場合には、法人事業税付加価値割の算定において控除対象新規雇用者給与

等支給額を控除することができます。 

 

（１） 要件 

新規雇用者給与等支給額－新規雇用者比較給与等支給額 

新規雇用者比較給与等支給額 

 

 以上の計算及び下記（２）の控除対象新規雇用者給与等支給額については、法人税の人材確保

等促進税制の計算の例によります。 

 

（２） 控除額 

控除対象新規雇用者給与等支給額（労働者派遣を行っている場合は、調整後の額） 

が控除額となります。 

既存の雇用安定控除の適用を受ける場合は、控除対象新規雇用者給与等支給額に雇用

安定控除調整率(※１)を乗じた金額が控除額となります。 

 (※１) 雇用安定控除調整率＝（報酬給与額－雇用安定控除額）／報酬給与額 

 

（３）留意事項 

  ・非課税事業若しくは収入金額課税事業、所得等課税事業又は収入金額等課税事業のう

ち複数の事業を併せて行う法人の場合は、雇用者給与等支給額のうち所得等課税事業に

係る額又は収入金額等課税事業に係る額の割合によって、控除対象新規雇用者給与等支

給額を按分して控除額を計算します。ただし、この場合に、雇用者給与等支給額の区分

計算が困難であるときは、従業者数按分によって所得等課税事業に係る額と収入金額等

課税事業に係る額を算出して、控除額の計算を行います。 

  ・改正前制度においては、連結法人については一部適用要件をグループ全体で判定する

こともできるとなっていましたが、改正後の制度では連結法人であっても地方税におい

て適用要件は各法人単体で判定します。 

 

 

５ 付加価値割における賃上げ及び投資の促進に係る税制の導入（経過措置） 

  平成３０年４月１日から令和３年３月３１日までの間に開始する事業年度について、以

下の①～③の要件を全て満たす場合には、法人事業税付加価値割の算定において給与等の

増加額を控除することができます。 

 

 

≧２％ 



（１） 要件 

① 雇用者給与等支給額＞比較雇用者給与等支給額（前事業年度） 

② (継続雇用者給与等支給額－継続雇用者比較給与等支給額) 

継続雇用者比較給与等支給額 

③ 国内設備投資額 ≧ 当期償却費総額 × ９０％ 

令和２年４月１日以降に開始する事業年度については、以下のとおりとなります。 

国内設備投資額 ≧ 当期償却費総額 × ９５％ 

 

以上の①～③の計算については、法人税の賃上げ及び投資の促進に係る税制の計算の例によりま

す。 

 

（２）控除額 

   給与等の増加額（雇用者給与等支給額－比較雇用者給与等支給額）（労働者派遣を行って

いる場合は、調整後の額）が控除額となります。 

既存の雇用安定控除の適用を受ける場合は、給与等の増加額に雇用安定控除調整率(※１)

を乗じた金額が控除額となります。 

    (※１) 雇用安定控除調整率＝（収益配分額－雇用安定控除額）／収益配分額 

 

（３）留意事項 

  ・非課税事業若しくは収入金額課税事業、所得等課税事業又は収入金額等課税事業のう

ち複数の事業を併せて行う法人の場合は、雇用者給与等支給額のうち所得等課税事業に

係る額又は収入金額等課税事業に係る額の割合によって、雇用者給与等支給額から比較

雇用者給与等支給額を控除した額を按分して控除額を計算します。ただし、この場合

に、雇用者給与等支給額の区分計算が困難であるときは、従業者数按分によって所得等

課税事業に係る額と収入金額等課税事業に係る額を算出して、控除額の計算を行いま

す。 

 

 

６ 付加価値割における所得拡大促進税制の導入（経過措置）   

平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日までの間に開始する事業年度に国内雇用者に 

対して給与等を支給する法人について、以下の①～③の要件を全て満たす場合には、雇用者給 

与等支給増加額を付加価値割の課税標準額から控除することができます。  

 

（１）要件 

①  雇用者給与等支給増加額（雇用者給与等支給額－基準雇用者給与等支給額）の基準雇用

者給与等支給額に対する割合が次に掲げる割合以上であること。 

事業年度 割合 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの間に開始する事業年度 ３％以上 

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの間に開始する事業年度 ４％以上 

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までの間に開始する事業年度 ５％以上 

 

②  雇用者給与等支給額 ≧ 比較雇用者給与等支給額（前事業年度） 

③  平均給与等支給額 ＞ 比較平均給与等支給額 （前事業年度） 

≧３％ 



 

③の要件について、平成２９年４月１日以降に開始する事業年度は以下のとおりとなります。 

平均給与等支給額－比較平均給与等支給額（前事業年度） 

比較平均給与等支給額 

 

以上の①～③の計算については、法人税の所得拡大促進税制の計算の例によります。 

 

（２）控除額  

雇用者給与等支給増加額（労働者派遣を行っている場合は、調整後の額）が控除額とな

ります。 

既存の雇用安定控除の適用を受ける場合は、雇用者給与等支給増加額に雇用安定控除調整

率(※１)を乗じた金額が控除額となります。 

   （※１） 雇用安定控除調整率＝（収益配分額－雇用安定控除額）／収益配分額 

（３）留意事項 

   非課税事業、収入金額課税事業を併せて行う法人の場合は、雇用者給与等支給額を外

形標準課税対象事業に係る額とそれ以外の事業に係る額に区分し、その割合によって雇

用者給与等支給増加額を按分して控除額を計算します。 

   ただし、この場合に、雇用者給与等支給額の区分計算が困難であるときは、従業者数

按分によって外形標準課税対象事業に係る雇用者給与等支給額を算出して、控除額の計

算を行います。 

 

 

７ 法人事業税の税率改正に伴う負担変動の軽減措置（経過措置）   

 平成２７年４月１日から平成３１年３月３１日までの間に開始する事業年度について、以下 

の①及び②の要件を満たす場合には、法人事業税額から一定額を控除します。 

（１） 要件 

① 調整後付加価値額(※１) ＜ ４０億円 

(※１) 調整後付加価値額＝付加価値額×１２÷事業年度の月数(１月に満たない場合は１月とする。) 

 ② 平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの間に開始する事業年度の場合 

(イ) 当該事業年度の税率を適用した事業税額（※２） ＞ (ロ) 平成２７年３月３１日現在の税率 

                                     を適用した事業税額 

平成２８年４月１日から平成３１年３月３１日までの間に開始する事業年度の場合 

(イ) 当該事業年度の税率を適用した事業税額（※２） ＞ (ロ) 平成２８年３月３１日現在の税率 

                                     を適用した事業税額 

(※２) 当該事業年度の付加価値割、資本割、所得割の合計額 

 

（２） 控除額 

調整後付加価値額 控除額 

３０億円以下 （(イ)－(ロ)）×（ハ）一定割合 

３０億円超４０億円未満 （(イ)－(ロ)）×（４０億円－調整後付加価値額）÷１０億円×（ハ） 

 

 

 

比較平均給与等 

増加割合（％） 
＝ 

≧ ２％ 



(ハ) 一定割合 

事業年度 割合 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの間に開始する事業年度 １／２ 

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの間に開始する事業年度 ３／４ 

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までの間に開始する事業年度 １／２ 

平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までの間に開始する事業年度 １／４ 

 

 

 
【連絡先】総務部 税務課 外形標準課税調査係 
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